
空き家のこと、
考えてください。

空き家を放置していると
こんなことが…

空き家を放置していると
・自然災害による破損や倒壊
・ねずみや害虫などの大量発生
・ごみの散乱
・悪臭の発生
・不法侵入による治安悪化
・立木の枝のはみ出し
など、所有者やその家族だけでなく近隣住民の生
活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。また、
屋根や外壁の落下などの事態も含め、通行人や近
隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任
を問われる可能性もあります。

空き家を放置し他者に損害を
与えた場合、これだけの費用
が発生します

※ ７ページで紹介する古川さんが
解体した空き家空き家の外壁材等が落下し、他者が死亡してし

まった事故の場合
●死亡：11歳の男児

※ 被害が起きた時に考えられる損害額全体を試算した
ものであり、過失割合等を考慮した実際の判例等に
基づくものではありません。

損害区分 損害額（万円）

人身損害

死亡逸失利益 3,400

慰謝料 2,100

葬儀費用 130

合　計 5,630

※公益財団法人日本住宅総合センターの試算による

管理は所有者・相続者の責任です。
問市安全安心課　☎0994-31-1124

　

近
年
、
放
置
さ
れ
た
空
き
家
の
増

加
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
地

域
住
民
の
生
活
環
境
に
支
障
を
き
た

す
な
ど
、
防
災
・
防
犯
・
衛
生
・
景

観
等
の
面
か
ら
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
。

　

空
き
家
は
「
概
ね
年
間
を
通
し
て

居
住
や
そ
の
他
利
用
が
さ
れ
て
い
な

い
建
築
物
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
口
に
空
き
家
と
言
っ
て

も
、
居
住
可
能
な
も
の
も
あ
れ
ば
、

地
域
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
に
腐

敗
し
て
い
る
空
き
家
も
あ
る
な
ど
、

そ
の
状
態
は
多
種
多
様
で
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
と
な
る
原
因
も

様
々
で
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
施

設
入
所
に
よ
る
も
の
、
相
続
し
た
が

そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
も
の
、

家
へ
の
愛
着
や
他
人
が
住
む
こ
と
へ

の
抵
抗
感
の
た
め
に
売
却
さ
れ
て
い

な
い
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
令
和
５
年
度
末
時
点

で
約
３
,
０
０
０
件
の
空
き
家
を
把

握
。
全
国
的
に
も
少
子
高
齢
化
や
人

口
減
少
に
伴
い
、
空
き
家
は
更
に
増

加
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、

本
市
で
も
同
様
に
空
き
家
問
題
は
喫

空
き
家
の
適
正
な
管
理
を

行
い
ま
し
ょ
う

緊
の
課
題
で
す
。
ま
た
、
放
置
さ
れ

て
い
る
空
き
家
が
原
因
で
事
故
が
起

き
た
場
合
、
所
有
者
が
責
任
を
問
わ

れ
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
空
き
家
に
な
ら
な
い
た

め
に
は
ど
う
す
る
か
、
な
っ
た
場
合

は
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
ど
こ
に
相

談
す
れ
ば
良
い
か
な
ど
、
専
門
家
の

意
見
も
含
め
て
紹
介
。
こ
の
機
会
に
、

所
有
す
る
財
産
等
に
つ
い
て
一
度
真

剣
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

空き家のこと、考えてください。
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